
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
介
護
保
険
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
十
七
号
）
（
高
齢
者
福

祉
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

厚
生
労
働
省
令
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

 
 

 

等
）
の
改
正
に
伴
い
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
が
実
施
す
る
介
護
保
険
制
度
外
の
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
い
て
、 

 
 

厚
生
労
働
省
令
で
示
さ
れ
た
基
準
を
新
た
に
制
定
し
、
一
部
本
県
独
自
の
基
準
を
追
加
す
る
。 

 
 

                

㈡ 

そ
の
他
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
行
う
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、
厚
生 

 
 

労
働
省
令
で
示
さ
れ
た
基
準
の
と
お
り
改
正
す
る
。 

 
 

     

事
故
対
応 

非
常
災
害
時
用
の
物

資
の
備
蓄 

サ
ー
ビ
ス
の
一
般
原

則
の
準
用 

届
出
の
内
容 

届
出
の
対
象
と
な
る

事
業 

項 

目 

・
事
故
発
生
時
の
報
告
及
び
事
故
対
応
記
録
の
整
備 

・
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
す
る
事
業
者
は
、
食
糧
等
の
備 

 

蓄
に
努
め
る
こ
と
（
本
県
独
自
の
基
準
） 

・
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の 

 

一
般
原
則
を
、
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
す
る
と
き
に
つ 

 

い
て
準
用
す
る
。
（
本
県
独
自
の
基
準
） 

・
事
業
開
始
前
の
届
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
変
更
、
廃
止
、
休
止
の
届
出
（
本
県
独
自
の
基
準
） 

・
通
所
介
護
事
業
所
等
の
部
屋
に
宿
泊
さ
せ
る
事
業 

・
別
棟
の
建
物
の
部
屋
等
に
宿
泊
さ
せ
る
事
業
（
本
県
独
自 

 

の
基
準
） 

基 

準 

の 

概 

要 

（
例
） 

特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
の
基
本
方
針 

 

項 

目 

養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
行
う
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
方
法
に
つ
い

て
、
従
前
か
ら
の
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
に
加
え
、
施
設
職
員

が
直
接
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
通
常
の
方
法
も
可
能
と
す

る
。 

基 

準 

の 

概 

要 



三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日
（
た
だ
し
、
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
等
の
基
準
に
つ
い
て
は
平
成
二
十 

 
七
年
十
二
月
一
日
） 


